
 
 
 
 

[参考] ケーブルテレビの分類（九州における平成２０年３月末の事業者数、施設数、加入世帯数） 

 

ケーブルテレビ    自主放送を行う施設         許可施設  
（87 事業者、118 施設、1,753,351 世帯）  (70 事業者、99 施設 1,750,760 世帯） 

                     
                              届出施設  
                         （17 事業者、19 施設、2,591 世帯） 
 
           再送信のみを行う施設          許可施設  

（4,187 事業者、5,445 施設 380,388 世帯） （22 事業者、34 施設、35,680 世帯） 

                     
                             届出施設 
                            (1,824 事業者、2,358 施設、279,396 世帯） 

                           
                            小規模施設 

（2,341 事業者 3,053 施設 65,312 世帯） 
 
 

・許可施設：５０１端子以上（関係する法令：有線テレビジョン放送法）及び電気通信役

務放送法の登録を受けたもの 

・届出施設：５１～５００端子以下及び５０端子以下で自主放送を行うもの 

（関係する法令：有線電気通信法及び有線テレビジョン放送法） 

・小規模施設：５０端子以下で同時再送信のみのもの（関係する法令：有線電気通信法） 
 

 

 

 

     連絡先：放送部有線放送課（小篠
お ざ さ

）096-326-7876 
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